
II.　商品マスタメッセージコードリスト

メッセージ
項目番号

項目名 コード 意味
補足等

004 EAN(JAN)/UCC8桁
005 EAN(JAN)/UCC13桁
006 EAN/UCC14桁(GTIN）
007 ITF14桁
015 UPC12桁
016 UPC8桁
999 自社コード

101 GPC(グローバル商品分類）コード XXXXXXXXXX JICFSコードに準拠
102 JICFSコード（標準分類） XXXXXX JICFSコードに準拠
103 販売対象国コード XXX ISO-3166-1に準拠
104 販売対象地域コード XX 都道府県コード一覧参照
105 都道府県コード XX 都道府県コード一覧参照

01 梅春
02 春
03 春夏
04 初夏
05 夏
06 盛夏
07 初秋
08 秋
09 秋冬
10 冬
11 春夏秋
12 通年
13 その他
14 晩夏
15 晩秋
16 秋冬春
01 PB商品
02 PB商品以外
ME ミリグラム（mg)
GR グラム(g)
KG キログラム(kg)
TN トン(ｔ)
OZ オンス
LB パウンド
CC シーシー
ML ミリリットル(ml)
LT リットル(l)
99 その他(記載不可商品)
MR メートル（m)
SH 枚（sheet)
ST 組（set）
ME ミリグラム（mg)
GR グラム(g)
KG キログラム(kg)
TN トン(ｔ)
OZ オンス
LB パウンド
CC シーシー
ML ミリリットル(ml)
LT リットル(l)
99 その他(記載不可商品)
MR メートル（m)
SH 枚（sheet)
ST 組（set）

内容量単位コード

33

122 固形量単位コード

ソースマーキングﾞ種類コード

106 シーズン区分

113 PBコード

124
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メッセージ
項目番号

項目名 コード 意味
補足等

ME ミリグラム（mg)
GR グラム(g)
KG キログラム(kg)
TN トン(ｔ)
OZ オンス
LB パウンド
CC シーシー
ML ミリリットル(ml)
LT リットル(l)
99 その他(記載不可商品)
MR メートル（m)
SH 枚（sheet)
ST 組（set）
MM ミリメータ(mm)
CM センチメータ(cm)
MR メータ(m)
IN インチ
FT フィート
1 課税
2 免税
3 非課税
4 不課税

153 tax agency code 001 国税庁
01 定番
02 準特価（中目）
03 特売（チラシ）
00 未使用
01 農薬区分
02 毒物区分
03 劇物区分
04 毒薬区分
05 劇薬区分
06 毒劇物区分
07 高度管理医療機器区分
08 農薬＋毒物区分
09 農薬＋劇物区分
10 農薬＋毒薬区分
11 農薬＋劇薬区分
YE 年
MT 月
DA 日
HR 時
YE 年
MT 月
DA 日
HR 時
YE 年
MT 月
DA 日
HR 時
YE 年
MT 月
DA 日
HR 時
YE 年
MT 月
DA 日
HR 時
01 ﾌﾟﾛﾊﾟｰ札
02 ｾｰﾙ札（赤札）
NN 相対で取り決め
X00～X99 標準値札予約番号212

小売品質保証期間単位コード

値札台紙

211

200

値札用途

182

126

160

商品サイズ単位

ユニット単位コード

消費税区分

販売区分

194

198

販売期間単位コード

法定管理義務商材区分

192

センター納品期限単位コード

店舗納品期限単位コード196

130

152

品質保証期間単位コード
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メッセージ
項目番号

項目名 コード 意味
補足等

0NN～0NN ｾｰﾙ札（赤札）
NN 相対で取り決め
1 常温
2 チルド
3 冷蔵
4 冷凍
5 超冷凍
6 冷暗所
MM ミリメータ(mm)
CM センチメータ(cm)
MR メータ(m)
IN インチ
FT フィート
1 もぐり
2 かぶり
3 通常
MM ミリメータ(mm)
CM センチメータ(cm)
MR メータ(m)
IN インチ
FT フィート
1 組み換え
2 不分別
3 対象外

262 原産国コード XXX ISO-3166-1に準拠
J01 T-11
J02 1100×900
J03 T-8
J04 その他
ME ミリグラム（mg)
GR グラム(g)
KG キログラム(kg)
TN トン(ｔ)
OZ オンス
LB パウンド
CC シーシー
ML ミリリットル(ml)
LT リットル(l)
99 その他(記載不可商品)

302 酒類分類1 XX 酒類コード一覧参照
303 種類分類2 X 酒類コード一覧参照
304 製法品質 XX 製法品質コード一覧参照

1 赤
2 白
3 ロゼ
10 第一類医薬品
20 第二類医薬品
21 指定第二類医薬品
30 第三類医薬品
01 袋
03 ビン
05 ボトル
07 カップ
09 パック
11 チューブ
13 箱
15 カン
17 トレー
19 ビニール容器

212

保存時温度帯区分227

値札台紙

フック穴サイズ単位234

242

260

307

重なり形式

重なり単位

一般医薬品区分311

主原料の遺伝子組み換え義務表示

238

容器形態コード（外装容器形態）

使用パレット種類

総重量単位コード282

277

ワインカラー

321
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メッセージ
項目番号

項目名 コード 意味
補足等

J01 アルミ缶
J02 スチール缶
J03 ガラスびん（無色）
J04 ガラスびん（茶色）
J05 ガラスびん（色あり）
J06 飲料用紙パック(アルミ使用不可)
J07 ダンボール
J08 紙製容器包装
J09 PETボトル
J10 プラスチック製容器包装
J11 金属
ME ミリグラム（mg)
GR グラム(g)
KG キログラム(kg)
TN トン(ｔ)
OZ オンス
LB パウンド
CC シーシー
ML ミリリットル(ml)
LT リットル(l)
99 その他(記載不可商品)
00 オープン価格
01 メーカー希望小売価格
1 総額
2 本体
1 総額
2 本体
1 総額
2 本体
1 総額
2 本体
01 円引
02 %OFF
03 割引
01 買取国内
02 買取国外
03 委託
04 売上納品
05 製造委託
06 売仕切
07 ﾘｰｽ
08 預り
YE 年
MT 月
DA 日
HR 時
1 総額
2 本体
1 総額
2 本体
1 総額
2 本体
1 総額
2 本体

340 割引表示方法

360 仕入条件区分

332 メーカー希望小売価格本体総額区分

売単価本体総額区分

原単価本体総額区分338

336

334

定番売価本体総額区分

380

382

367 リードタイム単位コード

384 販促原価本体総額区分

定番原価本体総額区分

販促売価本体総額区分

378

331 希望小売価格区分

容器素材重量単位コード

見積り価格本体総額区分

324

容器素材の区分322
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01 北海道
02 青森
03 岩手
04 宮城
05 秋田
06 山形
07 福島
08 茨城
09 栃木
10 群馬
11 埼玉
12 千葉
13 東京
14 神奈川
15 新潟
16 富山
17 石川
18 福井
19 山梨
20 長野
21 岐阜
22 静岡
23 愛知
24 三重
25 滋賀
26 京都
27 大阪
28 兵庫
29 奈良
30 和歌山
31 鳥取
32 島根
33 岡山
34 広島
35 山口
36 徳島
37 香川
38 愛媛
39 高知
40 福岡
41 佐賀
42 長崎
43 熊本
44 大分
45 宮崎
46 鹿児島
47 沖縄

都道府県コード一覧
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製法品質コード一覧

ｺｰﾄﾞ値 特定名称 製法品質の要件

01 吟醸酒
精米歩合６０％以下の白米、米こうじ及び水、又はこれらと醸造アル
コールを原料とし、吟味して製造した清酒で、固有の香味及び色沢が良
好なもの

02 純米吟醸酒
吟醸酒のうち、米、米こうじ及び水のみを原料として製造したものに
「純米」の用語を併せて用いること。

03 大吟醸酒
吟醸酒のうち、精米歩合５０％以下の白米を原料として製造し、固有の
香味及び色沢が特に良好なものに「大吟醸酒」の名称を用いること。

04 純米大吟醸酒
大吟醸酒のうち、米、米こうじ及び水のみを原料として製造したものに
「純米」の用語を併せて用いること。

05 純米酒
白米、米こうじ及び水を原料として製造した清酒で、香味及び色沢が良
好なもの

06 特別純米酒

純米酒のうち、香味及び色沢が特に良好であり、かつ、その旨を使用原
材料、製造方法その他の客観的事項をもって当該清酒の容器又は包装に
説明表示するもの（精米歩合をもって説明表示する場合は、精米歩合が
６０％以下の場合に限る。）に「特別純米酒」の名称を用いること。

07 本醸造酒
精米歩合７０％以下の白米、米こうじ、醸造アルコール及び水を原料と
して製造した清酒で、香味及び色沢が良好なもの

08 特別本醸造酒

本醸造酒のうち、香味及び色沢が特に良好であり、かつ、その旨を使用
原材料、製造方法その他の客観的事項をもって当該清酒の容器又は包装
に説明表示するもの（精米歩合をもって説明表示する場合は、精米歩合
が６０％以下の場合に限る。）に「特別本醸造酒」の名称を用いるこ
と。

製法品質
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酒類コード一覧
コード値
(税務署)

コード値
１

コード値１名称
コード値

２
品目区分 備考

110 0 清酒
115 5 清酒（発泡） （注１）
117 7 清酒（発泡（本則）） （注２）
150 0 合成清酒

152 2 合成清酒（措置法）
（租税特別措置法等の一部を改正する法律平成13年法律第
7号）第87条の3《合成清酒等に係る酒税の税率の特例》の
規程の適用を受けるもの

155 5 合成清酒（発泡） （注１）
157 7 合成清酒（発泡（本則）） （注２）
210 0 連続式蒸留しょうちゅう
215 5 連続式蒸留しょうちゅう（発泡） （注１）
217 7 連続式蒸留しょうちゅう（発泡（本則）） （注２）
250 0 単式蒸留しょうちゅう
255 5 単式蒸留しょうちゅう（発泡） （注１）
257 7 単式蒸留しょうちゅう（発泡（本則）） （注２）
310 0 みりん

311 1 みりん（措置法１）
（租税特別措置法等の一部を改正する法律平成12年法律第
13号）第87条の3《みりん等に係る酒税の税率の特例》第
１号の規程の適用を受けるもの

312 2 みりん（措置法２）
（租税特別措置法等の一部を改正する法律平成12年法律第
13号）第87条の3《みりん等に係る酒税の税率の特例》第
２号の規程の適用を受けるもの

313 3 みりん（措置法３）
（租税特別措置法等の一部を改正する法律平成13年法律第
7号）第87条の3《合成清酒等に係る酒税の税率の特例》の
規程の適用を受けるもの

315 5 みりん（発泡） （注１）
317 7 みりん（発泡（本則）） （注２）
350 35 ビール 0 ビール
410 0 果実酒
415 5 果実酒（発泡） （注１）
417 7 果実酒（発泡（本則）） （注２）
450 0 甘味果実酒
455 5 甘味果実酒（発泡） （注１）
457 7 甘味果実酒（発泡（本則）） （注２）
510 0 ウイスキー
515 5 ウイスキー（発泡） （注１）
517 7 ウイスキー（発泡（本則）） （注２）
550 0 ブランデー
555 5 ブランデー（発泡） （注１）
557 7 ブランデー（発泡（本則）） （注２）
570 57 原料用アルコール 0 原料用アルコール
581 1 発泡酒（１） 麦芽含有率50%以上又はアルコール分10度以上のもの
582 2 発泡酒（２） 麦芽含有率50%未満25%以上
583 3 発泡酒（３） その他
591 1 その他の醸造酒
595 5 その他の醸造酒（発泡） （注１）
597 7 その他の醸造酒（発泡（本則）） （注２）
610 0 スピリッツ
615 5 スピリッツ（発泡） （注１）
617 7 スピリッツ（発泡（本則）） （注２）
710 0 リキュール
715 5 リキュール（発泡） （注１）
717 7 リキュール（発泡（本則）） （注２）
820 82 粉末酒 0 粉末酒
830 0 その他の雑酒
831 1 その他の雑酒（みりん類似）

833 3 その他の雑酒（みりん類似措置法１）
（租税特別措置法等の一部を改正する法律平成12年法律第
13号）第87条の3《みりん等に係る酒税の税率の特例》第
１号の規程の適用を受けるもの

834 4 その他の雑酒（みりん類似措置法２）
（租税特別措置法等の一部を改正する法律平成12年法律第
13号）第87条の3《みりん等に係る酒税の税率の特例》第
２号の規程の適用を受けるもの

838 8 その他の雑酒（みりん類似措置法３）
（租税特別措置法等の一部を改正する法律平成13年法律第
7号）第87条の3《合成清酒等に係る酒税の税率の特例》の
規程の適用を受けるもの

832 2 その他の雑酒（その他のもの）
837 7 その他の雑酒（その他のもの・発泡）
850 0 雑酒
852 2 雑酒（みりん類似） 令第8条の2に該当するもの
855 5 雑酒（発泡） （注１）
857 7 雑酒（発泡（本則）） （注２）
000 00 全酒類 0 全酒類

（注１）
発泡性があり、かつアルコール分が１０
度未満であるもののうち23条2項3号の税
率を適用するもの

（注２）
発泡性があり、かつアルコール分が１０
度未満であるもののうち23条2項3号の税
率が適用されないもの

11 清酒

15 合成清酒

21 連続式蒸留しょうちゅう

25 単式蒸留しょうちゅう

31 みりん

41 果実酒

45 甘味果実酒

51 ウイスキー

55 ブランデー

58 発泡酒

59 その他の醸造酒

61 スピリッツ

71 リキュール

83 その他の雑酒

85 雑酒
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